
出張所長 管理第一係長 管理第二係長 主　務

令和　　　　年　　　　月　　　　日

　１．河川の名称　　大分川水系　　（　大分川　・　七瀬川　・　賀来川　）

　２．行為の方法　　Ａ…清掃　Ｂ…駐車場　Ｃ…レクリエーション　Ｄ…工事・測量・調査・訓練

その他（                                                      ）

　３．行為の場所　　弁天大橋下流（　左岸　・　右岸　）・　府内大橋（　左岸　・　右岸　）

　４．行為の目的

　５．行為に係る面積（又は数量）

駐車台数　　　　台

参加人数　　　　名

　６．行為の期間　　    自　令和　　年　　月　　日 （ 　 ）

    至　令和　　年　　月　　日 （  　）

※ 一級河川（国管理区間内）での使用届については、平日８時３０分から１７時１５分の間で受付しております。
休日及び祝祭日の受付は行っておりませんのでご注意下さい。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

届　出　書

河川区域内において、下記の行為を実施しますので、別紙図面を添えお届けします。

記

担 当 者 名

担 当 者 連 絡 先

団 体 名

住 所

代 表 者 名

～

古国府　・七瀬川自然公園　その他（ ）

大分出張所長殿

電 話 番 号

国土交通省　大分河川国道事務所

使　用　時　間



 

 

出 張 所 長  指 導 官  管 理 第 一 係  管 理 第 二 係   

 

 
    

 

届  出  書  

 

令 和   年   月   日  

 

  大 分 河 川 国 道 事 務 所  

  大 野 川 出 張 所 長           殿  

 

               届 出 者  住   所  

                   代 表 者 名  

                   電   話  

                                   担 当 者 名  

 

 

   河 川 区 域 内 に お い て 、 下 記 行 為 を 実 施 し た い の で 、 別 紙 図 面 を 添 え て  

  お 届 け し ま す 。  

 

記  

 

 

  １ ． 河 川 の 名 称      大 野  ・  乙 津         左  

                                     川      岸      ｋ     付 近  

                     判 田  ・  立 小 野        右  

 

  ２ ． 行 為 の 目 的                            を 行 う 為  

 

  ３ ． 行 為 の 場 所                   （      付 近 ）  

 

  ４ ． 行 為 の 方 法   Ａ … 駐 車 場  Ｂ … ﾚｸﾘ ｪ ｰ ｼ ｮ ﾝ  Ｃ … 工 事 、 測 量 、 調 査 、 訓 練        
Ｄ … 清 掃   Ｅ … そ の 他 （          ）  

 

  ５ ． 行 為 に 使 用 す る 面 積 （ 又 は 数 量 ）  

             面   積   約    ㎡  

                          参 加 人 数   約    名  

 

  ６ ． 行 為 の 期 間  

          自  令 和    年    月    日   時   分  

          至  令 和    年    月    日   時   分  

 

７ ． そ の 他 

 
1 .河 川 管 理 施 設 を 損 傷 し た 場 合 は 原 型 復 旧 致 し ま す 。  

2 .河 川 敷 地 使 用 中 に 発 生 し た 事 故 に 対 し て 国 へ は 一 切 の 責 任 を 求 め ま せ ん 。  

3 .使 用 に つ い て は 河 川 敷 の 美 化 等 に つ と め 、 発 生 し た ゴ ミ 等 は 必 ず 持 ち 帰 り ま す 。  
4 .河 川 管 理 員 の 指 示 に 従 い ま す 。  

5 .出 水 が 見 込 ま れ る 時 は 、 届 出 者 の 責 任 に お い て 早 急 に 上 記 物 件 を 河 川 区 域 か ら  

撤 去 致 し ま す 。  

6 .行 為 の 期 間 に 於 い て 、 大 野 川 出 張 所 で や む を 得 な い 事 情 又 は 、 急 な 事 情 が 生 じ  

い か な る 理 由 を 問 わ ず 届 出 を 取 り 消 さ れ て も 異 議 申 立 は 行 い ま せ ん 。  
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